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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年５月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年３月４日（日） ０６時００分ごろ 

発生場所 愛媛県上島
かみじま

町弓削
ゆ げ

島東岸 

 上島町所在の弓削港一文字防波堤南灯台から真方位０９３°１,０

２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１５.５′ 東経１３３°１２.６′） 

事故調査の経過  平成２４年４月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート 幸洋
こうよう

丸Ⅱ、５トン未満 

 ２７０－４１１８９広島、個人所有 

 ６.３４ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、８４kＷ、平成８年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録 日 昭和５４年２月１６日 

  免許証交付日 平成２３年１１月１４日 

         （平成２９年４月２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、親族２人ほか１人を同乗させ、弓

削島東岸中央部付近の湾内に夕方到着し、夜釣りをする予定で陸岸か

ら約４００ｍ地点に船首を北東に向け、船首尾から錨を投入して錨泊

を行い、めばる釣りを開始した。 

 船長は、真夜中過ぎには同乗者を全員休ませて１人で釣りを続けて

いたが、０３時ごろに眠気を感じて同乗者２人を起こし、明るくなる

まで仮眠するつもりでキャビンで横になり、交替した２人も横になっ

た。 

 本船は、船首尾の錨索が切断して風潮流に圧流され、南西方に漂流

中、本事故発生２～３分前、船長がふと目が覚め、薄暗い中ではあっ

たが、キャビンの外に出ると周囲の様子が変わっていることに気付

き、機関を始動させたが回転せず、平成２４年３月４日０６時００分
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ごろ船首を南方に向けて海水浴場沖の消波ブロックに乗り揚げた。 

 船長は、海上保安庁に乗り揚げたことを携帯電話で連絡し、同乗者

と共に消波ブロックの上に避難して救助を待ち、駆けつけた地元のミ

ニボートと巡視艇のゴムボートによって救助された。 

 本船は、数日後に引き下ろされたが、船体の損傷が激しく、後日、

解撤された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０６時３２分ごろ 

 その他の事項  本事故当時の錨泊地点については、海図に記載のない魚礁が敷設さ

れたところであったが、船長は、ＧＰＳプロッターに記憶させて何度

も錨泊したことがあり、海底の状態をよく知っており、何度か錨索を

切断した経験があった。 

釣り場の水深は、約１０ｍであり、船首尾に伸ばした錨索（直径１

２㎜の合成繊維製）の長さはそれぞれ約４０ｍ、アンカーの重さは約

８kgであった。 

船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、弓削島東岸中央部付近の湾内で錨泊中、船首尾の錨索が切

断したことから、風潮流に圧流されて海水浴場沖の消波ブロックに乗

り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、弓削島東岸中央部付近の湾内で錨泊中、船首尾の

錨索が切断したため、風潮流に圧流されて消波ブロックに乗り揚げた

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・夜間に長時間錨泊する場合は、錨索が海底に擦れて切断する虞が

あることを考慮し、魚礁や岩場から離れた錨泊地点を選定するこ

と。 

 




